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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用軌道上を走行台車車輪を介して移動する走行台車と、該走行台車上に設置され、
前記走行用軌道とは直交する方向に設置されている横行用軌道上を横行台車車輪を介して
移動する横行台車と、該横行台車に搭載され、原子炉圧力容器内の燃料集合体を前記原子
炉圧力容器内から取出すために把持する燃料把持装置とを備え、
　前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪が弾性体で
形成され、かつ、地震発生の検知信号に基づいて、前記走行台車及び横行台車のそれぞれ
の前記走行台車車輪及び横行台車車輪の剛性を変化させる剛性制御装置を備えていること
を特徴とする燃料取扱装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の燃料取扱装置において、
　前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪はゴムタイ
ヤから成り、該ゴムタイヤの空気圧が、地震発生の検知信号に基づいて前記剛性制御装置
により変えられることを特徴とする燃料取扱装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の燃料取扱装置において、
　前記ゴムタイヤの周囲が、異種材料で囲まれていることを特徴とする燃料取扱装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の燃料取扱装置において、
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　前記剛性制御装置は、装置本体に設置された統合制御装置と、地震情報を取得し、取得
した地震情報を前記統合制御装置に送信する地震検知装置と、前記走行台車及び横行台車
のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪の空気圧を監視し、前記走行台車車輪及
び横行台車車輪の状態を前記統合制御装置へフィードバックすると共に、前記統合制御装
置からの指令に基づき前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行
台車車輪の空気圧を調整する空気圧制御装置とから成ることを特徴とする燃料取扱装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の燃料取扱装置において、
　前記空気圧制御装置は、予め確認されている前記燃料取扱装置への地震入力が低減され
る固有周期に対応した剛性となるまで、前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行
台車車輪及び横行台車車輪の空気圧を変化させることを特徴とする燃料取扱装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の燃料取扱装置において、
　前記走行台車及び／又は横行台車には、地震時に前記走行台車及び／又は横行台車が前
記走行用軌道及び／又は横行用軌道から脱線するのを防止する脱線防止手段が設置されて
いることを特徴とする燃料取扱装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の燃料取扱装置において、
　前記走行用軌道及び横行用軌道は、レール又はピットであることを特徴とする燃料取扱
装置。
【請求項８】
　走行用軌道上を走行台車車輪を介して移動する走行台車と、該走行台車上に設置され、
前記走行用軌道とは直交する方向に設置されている横行用軌道上を横行台車車輪を介して
移動する横行台車と、該横行台車に搭載され、原子炉圧力容器内の燃料集合体を前記原子
炉圧力容器内から取出すために把持する燃料把持装置とを備えた燃料取扱装置を運転する
際に、
　地震発生の検知信号に基づいて、弾性体で形成された前記走行台車及び横行台車のそれ
ぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪の剛性を剛性制御装置で変化させることを特徴
とする燃料取扱装置の運転方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の燃料取扱装置の運転方法において、
　前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪はゴムタイ
ヤから成り、該ゴムタイヤの空気圧が、地震発生の検知信号に基づいて前記剛性制御装置
により変えられることを特徴とする燃料取扱装置の運転方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の燃料取扱装置の運転方法において、
　装置本体に設置された統合制御装置と、地震情報を取得し、取得した地震情報を前記統
合制御装置に送信する地震検知装置と、前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行
台車車輪及び横行台車車輪の空気圧を監視し、前記走行台車車輪及び横行台車車輪の状態
を前記統合制御装置へフィードバックすると共に、前記統合制御装置からの指令に基づき
前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪の空気圧を調
整する空気圧制御装置とから成る前記剛性制御装置で、前記走行台車車輪及び横行台車車
輪の空気圧を変えることを特徴とする燃料取扱装置の運転方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の燃料取扱装置の運転方法において、
　予め確認されている前記燃料取扱装置への地震入力が低減される固有周期に対応した剛
性となるまで、前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車
輪の空気圧を、前記空気圧制御装置で変えることを特徴とする燃料取扱装置の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は燃料取扱装置及びその運転方法に係り、特に、原子力施設に設置され、原子炉
圧力容器内の燃料集合体の装荷や取替え作業を行うものに好適な燃料取扱装置及びその運
転方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の燃料取扱装置について、図１～図５を用いて説明する。図１は、本発明に係わる
燃料取扱装置の全体構成を示し、図２は、燃料取扱装置による炉心からの燃料集合体の取
り出しを説明するための図である。
【０００３】
　該図に示す如く、原子力施設の燃料取扱装置１は、原子炉起動前及び原子炉の停止中に
行われる定期検査時に、原子炉圧力容器２内の燃料集合体１２の装荷や取替え作業を行う
ものである。
【０００４】
　この燃料取扱装置１による作業は、使用済みの燃料集合体１２を原子炉圧力容器２から
取出し、燃料貯蔵プール３内に設置された使用済み燃料貯蔵ラック１３へ移送する作業や
、新しい燃料集合体１２を原子炉圧力容器２に装荷する作業であり、これらの作業と合わ
せて、炉心内において燃焼度のばらつきがある燃料集合体１２の配置換えを行うようにし
ている。
【０００５】
　上述した燃料取扱装置１は、通常、原子炉ウェルプール４を跨ぐように設置され、オペ
レーティングフロア５上に敷設された走行レール６上を自在に走行可能な走行台車７と、
その走行台車７上に走行レール６と直交する直角な水平方向へ設置された横行レール８上
を自在に横行可能な横行台車９と、横行台車９上に搭載された燃料把持装置１０とから概
略構成されている。この燃料把持装置１０の下部先端の把持機構１１で燃料集合体１２を
つかみ、燃料把持装置１０を引上げた状態で、走行、横行し、燃料集合体１２の移送を行
う。
【０００６】
　従来、上述した走行台車７及び横行台車９は、鉄製の車輪を介して走行レール６及び横
行レール８と取合っており、両者の取合い部は剛構造となっている。
【０００７】
　また、燃料取扱装置１には、地震時に走行台車７及び／又は横行台車９が走行レール６
及び／又は横行レール８から脱線や転倒するのを防止するため、図３に示すように、走行
レール６及び／又は横行レール８を両側から挟みこむように転倒防止金具１４が走行台車
７及び／又は横行台車９に取り付けられている。
【０００８】
　この転倒防止金具１４は、据付時に走行レール６及び／又は横行レール８との間にある
程度の隙間を設けて設置されており、通常運用時は走行レール６及び／又は横行レール８
と接触しない構造であるが、地震時などには走行レール６及び／又は横行レール８と接触
することで、走行台車７及／又は横行台車９の走行レール６及び／又は横行レール８の直
角方向（鉛直方向と水平方向）への変位を制限し、走行台車７及び／又は横行台車９が脱
線若しくは転倒することを防止している。
【０００９】
　走行台車７及び／又は横行台車９の脱線、転倒を防止するための類似の構造として、図
４に示す脱線防止金具１５や図５に示す干渉壁１６などがある。走行レール６及び／又は
横行レール８に対する横方向の変位に対しては、脱線防止金具１５を走行レール６及び／
又は横行レール８と接触させるか、若しくは走行台車７及／又は横行台車９を干渉壁１６
と接触させることで、走行台車７及び／又は横行台車９の脱線を防止している。鉛直方向
の変位に対しては、脱線防止金具１５の長さや干渉壁１６の高さを、走行台車７及び／又
は横行台車９の浮上がり以上に設定することで脱線を防止している。
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【００１０】
　なお、燃料取扱装置１の耐震性確保に対する関連技術として、下記の特許文献１～３に
開示されている技術が知られている。
【００１１】
　特許文献１には、上述したような燃料取扱装置において、従来、設計時に考慮されてい
る地震時の車輪のすべり効果による地震応答低減効果を更に上回る効果を得るために、地
震発生感知時に台車の制動を解除する車輪制動解除装置と、地震終了感知時に台車を制動
状態にする車輪制動装置とを有することが記載されている。
【００１２】
　また、特許文献２には、上述したような燃料取扱装置において、他の機器と干渉する位
置に新たな構造物を設置することなく、主要部材を重量化させないで地震時の荷重を低減
するため、走行台車を構成するガーダ及びサドルの取合い部に、ガーダとサドルをバネで
接合して撓ませるバネ構造を用いた免震装置を有することが記載されている。
【００１３】
　更に、特許文献３には、上述したような燃料取扱装置において、入力される地震動を低
減するために、地震の予知情報に基づき、地震動到達前に横行台車を最も地震動の影響の
少ない固有周期に対応する横行台車位置に移動させる制御装置を有することが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平９－１７８８８４号公報
【特許文献２】特開２０１２－１５４７６６号公報
【特許文献３】特開２０１１－４３４００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従来の燃料取扱装置の耐震性確保の手段としては、燃料取扱装置本体の部材及び転倒防
止金具やレールを地震応答に耐える強度で設計し、地震動の見直しなどで強度が不足した
場合は、部材の追設による補強や小規模な構造については取替えにより耐震性を確保する
ことが一般的である。
【００１６】
　しかしながら、これらの対応は燃料取扱装置の質量を増加させてしまう場合があり、レ
ールの基礎構造といったコンクリート中に埋設されていて、部材の追設や構造変更といっ
た対応が困難な部位への荷重増加を招く恐れがある。
【００１７】
　特に、２０１１年の東日本大震災を受け、各原子力施設にて設定される基準地震動の震
度が大きくなる傾向にあり、機器の耐震性を確保するために、部材追設等による耐震性の
向上が考えられるが、部材の追設工事は原子力施設内での作業が必要となるため、規模の
大きな構造部分の補強となると、工事自体が困難な場合が出てくる恐れがある。また、本
体質量も増加するため、走行レール下の基礎構造への負担も大きくなり、更に、工事規模
を広げる必要が生じる可能性もある。
【００１８】
　本発明は上述の点に鑑みなされたもので、その目的とするところは、走行台車や横行台
車の主要部材の補強、構造変更による重量化を招くことなく耐震性確保が可能な燃料取扱
装置及びその運転方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の燃料取扱装置は、上記目的を達成するために、走行用軌道上を走行台車車輪を
介して移動する走行台車と、該走行台車上に設置され、前記走行用軌道とは直交する方向
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に設置されている横行用軌道上を横行台車車輪を介して移動する横行台車と、該横行台車
に搭載され、原子炉圧力容器内の燃料集合体を前記原子炉圧力容器内から取出すために把
持する燃料把持装置とを備え、前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪
及び横行台車車輪が弾性体で形成され、かつ、地震発生の検知信号に基づいて、前記走行
台車及び横行台車のそれぞれの前記走行台車車輪及び横行台車車輪の剛性を変化させる剛
性制御装置を備えていることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の燃料取扱装置の運転方法は、上記目的を達成するために、走行用軌道上
を走行台車車輪を介して移動する走行台車と、該走行台車上に設置され、前記走行用軌道
とは直交する方向に設置されている横行用軌道上を横行台車車輪を介して移動する横行台
車と、該横行台車に搭載され、原子炉圧力容器内の燃料集合体を前記原子炉圧力容器内か
ら取出すために把持する燃料把持装置とを備えた燃料取扱装置を運転する際に、地震発生
の検知信号に基づいて、弾性体で形成された前記走行台車及び横行台車のそれぞれの前記
走行台車車輪及び横行台車車輪の剛性を剛性制御装置で変化させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、走行台車や横行台車の主要部材の補強、構造変更による重量化を招く
ことなく耐震性確保が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明に係わる燃料取扱装置の全体構成を示す斜視図である。
【図２】図１に示した燃料取扱装置による炉心からの燃料集合体の取り出しを説明するた
めの図である。
【図３】従来の燃料取扱装置に採用されている転倒防止金具の例を示す斜視図である。
【図４】従来の燃料取扱装置に採用されている転倒防止金具の他の例を示す斜視図である
。
【図５】従来の燃料取扱装置に採用されている転倒防止金具の更に他の例を示す斜視図で
ある。
【図６】本発明の燃料取扱装置の実施例１における主要な構成を示す図である。
【図７】本発明の燃料取扱装置の実施例１における動作を説明するためのフロー図である
。
【図８（ａ）】本発明の燃料取扱装置の実施例１における効果を説明するための図であり
、ゴムタイヤで構成される走行台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂ内の空気圧が高い
状態（通常運用時）を示すものである。
【図８（ｂ）】本発明の燃料取扱装置の実施例１における効果を説明するための図であり
、ゴムタイヤで構成される走行台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂ内の空気圧を下げ
た状態（地震時）を示すものである。
【図９】図８（ａ）及び図８（ｂ）に基づく周期と地震加速度の関係を示す特性図である
。
【図１０】本発明の燃料取扱装置の実施例２の車輪と走行用ピットの関係を示す断面図で
ある。
【図１１】本発明の燃料取扱装置の実施例３の車輪を示す断面図である。
【図１２】図１１の矢視Ａ－Ａに対応した側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図示した実施例に基づいて本発明の燃料取扱装置及びその運転方法を説明する。
なお、各図において、同一構成部品には同符号を使用する。
【実施例１】
【００２４】
　本発明の燃料取扱装置の実施例１の構成を図６に、また、実施例１の燃料取扱装置の動
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作の流れを図７に示す。なお、本実施例の燃料取扱装置の全体構成は図１及び図２に示す
構成と略同様であり、ここでは、本発明に関連する部分の説明とする。
【００２５】
　図６に示す如く、本実施例の燃料取扱装置１は、走行用軌道である走行レール６上をゴ
ムタイヤから成る弾性体で形成された走行台車車輪２０ａを介して移動する走行台車７と
、この走行台車７上に設置され、走行レール６とは直交する方向に設置されている横行用
軌道である横行レール８上をゴムタイヤから成る弾性体で形成された横行台車車輪２０ｂ
を介して移動する横行台車９と、この横行台車９に搭載され、原子炉圧力容器２内の燃料
集合体１２を原子炉圧力容器２内から取出すために把持する燃料把持装置１０と、地震発
生の検知信号に基づいて、走行台車７及び横行台車９の走行台車車輪２０ａ及び横行台車
車輪２０ｂの空気圧を変化させる剛性制御装置とから概略構成されている。
【００２６】
　そして、上述の剛性制御装置は、装置本体に設置された統合制御装置１８と、地震情報
を取得し、取得した地震情報を統合制御装置１８に送信する地震検知装置１７と、走行台
車７及び横行台車９の走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂの空気圧を監視し、走
行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂの状態を統合制御装置１８へフィードバックす
ると共に、統合制御装置１８からの指令に基づき走行台車７及び横行台車９の走行台車車
輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂの空気圧を調整する空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂと
、空気圧を回復させる際に利用する空気圧縮機２１ａ及び２１ｂとから構成されている。
【００２７】
　また、空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂは、予め確認されている燃料取扱装置１への地
震入力が低減される固有周期に対応した剛性となるまで、走行台車７及び横行台車９の走
行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂの空気圧を下げるようにしている。具体的には
、統合制御装置１８からの指令に基づき空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂが走行台車７及
び横行台車９の走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂの空気圧を下げ、同時に各車
輪の空気圧の状態をリアルタイムで統合制御装置１８へフィードバックすることで、燃料
取扱装置１の固有周期が予め確認されている周期となるように、各車輪の空気圧を制御す
るものである。
【００２８】
　更に、詳細に説明すると、本実施例の燃料取扱装置１は、気象庁から発信される緊急地
震速報や原子力施設の地震計などから地震情報を取得し、地震の検知信号を燃料取扱装置
１の本体（具体的には走行台車７）に設置された統合制御装置１８へ送信する機能を有す
る地震検知装置（図示しない原子炉建屋に設置され、例えば、加速度センサから成る）１
７を有する。また、走行台車７及び横行台車９のゴムタイヤで構成される走行台車車輪２
０ａ及び横行台車車輪２０ｂのタイヤ内空気圧を常時監視し、走行台車車輪２０ａ及び横
行台車車輪２０ｂの状態を統合制御装置１８へ常時フィードバックする機能を有し、かつ
、統合制御装置１８からの指令に基づきタイヤ内空気圧を調整する機能を有した空気圧制
御装置１９ａ及び１９ｂと空気圧縮機２１ａ及び２１ｂを有している。
【００２９】
　燃料取扱装置１の本体に設置された統合制御装置１８は、地震検知装置１７から取得し
た情報に基づき、空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂに、空気圧を調整して走行台車車輪２
０ａ及び横行台車車輪２０ｂの剛性を変化させる機構の作動指令を出す。この指令に基づ
き、予め数値計算等で確認した「有意に地震入力が低減される固有周期」に対応した剛性
となるまで走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂのタイヤ内空気圧を変化させるも
のである。
【００３０】
　図７を用いて上述した本実施例の燃料取扱装置１の動作を説明する。
【００３１】
　図７に示す如く、地震検知装置１７で取得した地震情報が統合制御装置１８へ送信され
ることで地震情報を検出（Ｓ１）して地震情報を取得したか否かを判断（Ｓ２）し、地震
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情報を取得していれば空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂへ作動指令（Ｓ４）を送信し、空
気圧制御装置１９ａ及び１９ｂによりタイヤ（走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０
ｂ）内の減圧を開始する（Ｓ５）。
【００３２】
　また、空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂでは、タイヤ（走行台車車輪２０ａ及び横行台
車車輪２０ｂ）内の圧力を監視しており（Ｓ６）、空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂで監
視されたタイヤ（走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂ）内の圧力レベルが予め設
定された圧力レベルより小さいか否かを判断している（Ｓ７）。ここで、タイヤ（走行台
車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂ）内の圧力レベルが予め設定された圧力レベルより
小さくなければＳ５に戻り、タイヤ（走行台車車輪２０ａ及び横行台車車輪２０ｂ）内の
圧力レベルが予め設定された圧力レベルより小さければ、タイヤ（走行台車車輪２０ａ及
び横行台車車輪２０ｂ）内の減圧を停止（Ｓ８）し、免震状態を維持（Ｓ９）し終了する
。
【００３３】
　次に、図８（ａ）、図８（ｂ）及び図９を用いて本発明の燃料取扱装置の実施例１にお
ける効果を説明する。
【００３４】
　図８（ａ）は、ゴムタイヤで構成される走行台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂ内
の空気圧が高い状態（通常運用時）であり、図８（ｂ）は、ゴムタイヤで構成される走行
台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂ内の空気圧を下げた状態（地震時）である。なお
、図８（ａ）及び図８（ｂ）において、２２は車軸、２３はホイールである。
【００３５】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示す如く、ゴムタイヤで構成される走行台車車輪２０ａ又
は横行台車車輪２０ｂ内の空気圧を下げると鉛直剛性がｋ１からｋ２へ低下することで、
燃料取扱装置１の鉛直方向の剛性がＫ１からＫ２へ低下し、これにより、図９に示す如く
、下記の数１で求められる卓越周期がＴ１から数２で求められるＴ２へ伸長する。
【００３６】
　このように、卓越周期（Ｔ１）を地震加速度が小さい周期領域（卓越周期（Ｔ２））へ
遷移することで、燃料取扱装置１への地震入力（図９の地震加速度）が低減されることが
わかる。
【００３７】
【数１】

【００３８】
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【数２】

【００３９】
　また、上述した例は、震源が原子力施設から離れており、地震到達前に、燃料取扱装置
１の剛性を変化させた場合であるが、緊急地震速報の遅れや震源が原子力施設に近い場合
は、地震到達後に空気圧制御装置１９ａ及び１９ｂを作動させることになる。しかし、こ
の場合でもリアルタイムで剛性が変化することで、燃料取扱装置１の固有周期も地震中に
変化し続けるため、特定の固有周期における共振が回避され、地震応答が増幅するのを防
止する効果がある。
【００４０】
　このように、本実施例の燃料取扱装置は、地震の検知信号をもとに、地震到達前或いは
地震時にリアルタイムで、走行台車の主要構造であるガーダ端部の支持剛性を変化させる
ことが可能である。これにより、予め地震動の影響が少ない固有周期に対応する剛性へ変
化させることで地震入力を低減若しくは地震到達後でもリアルタイムで剛性を変化させる
ことで地震応答が増幅するのを防止することが可能である。
【００４１】
　従って、
従って、本実施例の燃料取扱装置は、走行台車や横行台車の主要部材の補強、構造変更に
よる重量化を招くことなく燃料取扱装置本体の耐震性確保が可能である。
【実施例２】
【００４２】
　図１０に、本発明の燃料取扱装置１の実施例２を示す。上述した実施例１では、走行用
軌道として走行レール６又は横行レール９を用いたが、本実施例では、走行用軌道として
凹状の走行用ピット２４を用いたものである。
【００４３】
　実施例１で説明した燃料取扱装置１の走行台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂを、
本実施例の走行用ピット２４内を直接走行させても実施例１と同様な効果を得ることがで
きる。
【実施例３】
【００４４】
　図１１及び図１２に、本発明の燃料取扱装置１の実施例３を示す。上述した実施例１で
は、走行台車車輪２０ａ又は横行台車車輪２０ｂをゴムタイヤで構成していたが、本実施
例では、ゴムタイヤの周囲をゴムタイヤとは異種の材料２５で囲み、走行面とゴムタイヤ
が直接接地しないようにしたものである。
【００４５】
　このような構成の本実施例であっても、実施例１と同様な効果を得ることができるし、
実施例３と実施例２を組み合わせても良いことは言うまでもない。
【００４６】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
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上記した実施例は本発明を分かりやすく説明したものであり、必ずしも説明した全ての構
成を備えるものに限定されるものではない。また、ある実施例の構成の一部を他の実施例
の構成に置き換えることも可能であり、ある実施例の構成に他の実施例の構成を加えるこ
とも可能である。また、各実施例の構成の一部について、他の構成の追加・削除・置換を
することも可能である。
【符号の説明】
【００４７】
　１…燃料取扱装置、２…原子炉圧力容器、３…燃料貯蔵プール、４…原子炉ウェルプー
ル、５…オペレーティングフロア、６…走行レール、７…走行台車、８…横行レール、９
…横行台車、１０…燃料把持装置、１１…把持機構、１２…燃料集合体、１３…燃料貯蔵
ラック、１４…転倒防止金具、１５…脱線防止金具、１６…干渉壁、１７…地震検知装置
、１８…統合制御装置、１９ａ、１９ｂ…空気圧制御装置、２０ａ…走行台車車輪、２０
ｂ…横行台車車輪、２１ａ、２１ｂ…空気圧縮機、２２…車軸、２３…ホイール、２４…
走行用ピット、２５…異種の材料。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８（ａ）】

【図８（ｂ）】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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